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上越市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

の一部改正について

1 改正理由

地方公務員法の一部改正を踏まえ、消防団員の欠格条項か ら成年被後見人及び被保

佐人を削除するほか、消防団員の定員を実団員数に即 して改めるもの

2 主な改正内容

消防団員の定員を 「4, 320人 」か ら「4, 040人 」に改める。 (第 2条関係 )

団員の欠格条項から成年被後見人又は被保佐人を削る。 (第 4条関係 )

成年被後見人又は被保佐人に該当す るときに団員が身分を失 うとする規定を削る。

(第 5条関係 )

その他文言を整備する。

但)

(2)

(3)

(4)

3 施行期 日

令和元年 10月 1日

4 上越市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例改正案新旧対照表

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

(定員 )

第 2条  団員 の定員 は、 4, 040人 とす

る。

(欠格条項 )

第 4条  次の各号のいずれ かに該 当す る者

は、団員 となることができない。

(削 除 )

処  禁錮以上の刑に処せ られ、その執行を

終わるまでの者又はその執行を受けるこ

とがなくなるまでの者

121 第 6条 の規定により懲戒免職の処分を

受け、当該処分の 日か ら2年 を経過 しな

い者

(31 略

(分 限)

第 5条 略

2 略

(1) 前条第 1号及び

す るとき。

修)略

第 3号 に該当

(定員 )

第 2条  団員 の定員 は、 4, 320人 とす

る。

(欠格条項 )

第 4条  次の各号のいずれ かに該 当す る者

は、団員 となることができない。

(1)成年被後見人又は被保佐人

(21 禁錮以上の刑に処せ られ、その執行を

終わるまでの者又はその執行 を受けるこ

とがなくなるまでの者

Q 第 6条の規定により免職  の処分を

受け、当該処分の 日か ら2年を経過 しな

い者

鎧 略

(分限 )

第 5条 略

2 略

但) 前条第 1号、第 2号及 び第 4号 に該 当

するとき。

(動 略


